
加入資格
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詳しくは下記コードまたはWEB画面より、重要事項のご説明・お支払いする保険金のご説明・健康状態告知についてのご案内・団体長期障害所得補償保険サービスガイドをご確認ください。
下記コードからご確認できない場合は取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。

令和８年6月1日において満15才以上満59才以下の、告知日現在、正常に勤務している電源開発株式会社ならびに関係会社の従業員かつ
Ｊ－ＰＯＷＥＲグループ共済会への入会資格を持つ従業員（個人加入部分は共済会会員である従業員）の方がご加入できます。

最長６０才まで､所得を補償する保険です
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Ｊ－ＰＯＷＥＲグループの皆さまへ

ケガや病気で仕事ができない間、
最長６０才まで補償を継続して
受けることができます。

うつ病等の精神障害もカバーします。
（最長で か月）��

(

WEB

：令和8年4月30日（木）

：令和8年8月給与より控除開始（月払）
：令和8年6月1日午後4時より令和9年6月1日午後4時まで

ご加入内容の変更または継続しない旨のお申出のない限り、継続日時点の年令が満59才まで保険契約の満了する日と同一
内容で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日時点の被保険者の年令および保険料率に
よって計算されるため、毎年変動します。募集期間中にWEBサイトにて必ずご確認ください。
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この部分がぽっかりと
空いてしまいかねません【イメージ図】

もし、長期間
働けなくなったら…

－ケガや病気による長期療養時の所得補償－
ケガや病気により長期間仕事ができなくなったとき、最長で６０才まで所得を補償します。

Ｊ－ＰＯＷＥＲグループ の従業員の方のみが
加入できる保険ですので、この機会にご加入をおすすめします。

60

ＧＬＴＤ制度があればこう変わります!

最長60才
まで補償

最長６０才まで毎月の所得を補償
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欠勤中の受給期間と合わせて18か月
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会社所属 の給与取扱いにより異なる場合があります。
記載のイメージ図はグローバル・エリア社員を想定しており、適用される就業規則
ならびに

※精神障害補償特約、妊娠に伴う身体障害補償特約（女性のみ）、天災危険補償特約をセットして
　います。
※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」
　をご確認ください。
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割合 ＝
免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額

免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
１－

J-POWER J-POWER
J-POWER J-POWER J-POWER

160-0022 2-3-10
0120-911-540

2 1

103-8250 3-5-19 050-3461-7268

「生きること」を支えるために…
60

就労支援トータルサービスのご案内
「ＧＬＴＤ制度」に加入された被保険者（補償の対象となる方）は、以下のサービスをご利用いただけます。

“ ”

10 17



Question1 どのような場合に保険金を受け取れますか？
Answer 免責期間を超えて、病気やケガで働けない状態が続いたときに保険金を受け取ることができます。保

険金の請求には医師の診断書等が必要になります。なお、実際に会社に出勤していないことを確認さ

※お支払いする保険金のご説明の「保険金をお支払いできない主な場合」もあわせてご一読くださ

い。

Question2 いつまで保険金を受け取れますか？
Answer 最長60才（60才に達した日※の属する月末まで、または3年間のいずれか長い期間となります）、ま

た精神障害による就業障害については最長2年間まで受け取ることができます。ただし、次のいずれ

※60才に達した日とは、60才の誕生日の前日をいいます。

Question3 他の保険（生命保険、医療保険、傷害保険）等とどこが違うのですか？
Answer 団体長期障害所得補償保険は、病気やケガで働けなくなったときに日常生活を維持していくための収

入を補償するものであり、最長60才まで保険金を受け取ることが可能です。（注：病気の種類や復職

後の状況によっては、60才まで補償しないことがあります。また、団体長期障害所得補償保険は病気

やケガで働けなくなった場合の収入の一部を補償する保険です。ローンや生活費等の実費を補償する

ものではありません。）死亡時を保障する生命保険、病気やケガの治療費を補償する医療保険・傷

害保険は、日常生活費以外の突発的な出費に備えるためのものであり、一般的に生命保険の保険金

は一時金、医療保険・傷害保険の入院給付金の給付限度日数は120日～180日程度と短期間になってい

ます。

Question4 一部復職とはどのような状態ですか？
Answer 一部復職とは、業務に復帰はできたが依然として就業障害が残り、身体障害発生直前に従事していた

業務に完全には従事できない状態をいいます。この場合、就業障害発生直前の所得から20％を超える

所得喪失がある場合、その所得喪失率に応じて保険金をお支払いいたします。

Question5 精神障害でも保険金は受け取れますか？
Answer はい。「団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）」にセットされる精神障害補償特約の対象となる

精神障害による就業障害については、免責期間終了後、最長2年間を限度に保険金をお受取りいただ

けます。

かに該当した時までを限度とします。

（2026年1月承認）A25-103073

Question6 保険料は掛け捨てですか？
Answer はい。掛け捨てです。

Question7 保険料は、どのように決定されるのですか？
Answer 保険料は、毎年、保険始期日時点の被保険者の年令、性別と標準報酬月額等をもとに加入者毎に算出

いたします。そのため、毎年変わります。

Question8 払込保険料は保険料課税控除の対象となりますか？
Answer はい。介護医療保険料控除の対象となります。他の介護医療保険料控除と合算して所得税については

※この取扱いは2025年12月現在のものであり、今後の税制改正によって変わることがあります。

Question9 保険金に税金はかかりますか？
Answer いいえ、全額非課税です。（2025年12月現在）

Question10 加入・脱退はいつでも可能ですか？
Answer ご加入・脱退のお手続きは、年に一度の募集期間のみとなっております。なお、制度から脱退された

場合、再加入時には、改めて告知が必要となり、健康状態によっては加入できない場合などがござい

ますのでご注意ください。

Question11 継続時に、補償を拡大する場合、告知が必要ですか？
Answer はい、補償が拡大する場合は告知が必要となります。

Question12 加入後、告知に該当しても更新できますか？例えば加入後がんになった場合
でも更新できますか？

Answer
がんであっても同様です。補償拡大の変更はできません。

Question13 他の保険契約欄は何の数字を書いたらよいですか？
Answer 同種の所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等に加入している場合に毎月受け取る保険金額を記

入ください。死亡保険や入院保険は記入不要です。

詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社におたずねください。


